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○

息子の借金を親が返済した場合

Q ●
● 私は、事業に失敗し、無財産の状態で

借金の返済ができなくなってしまいました。

そこで、父が私に代わり借金の返済をしてく

れましたが、この場合にも、贈与税は課税さ

れますか。

A.:資力を喪失して債務弁済が不能な者の

債務を、その扶養義務者が支払った場合には、

贈与税は課税されません。

【解説】

財産を著しく低い価額で譲り受けた場合や

債務の肩代わりをしてもらったような場合に

は、それによって利益を受けることになりま

す。その利益は法的には贈与によって受けた

ものではありませんが、その経済的効果にお

いては財産（利益）の贈与を受けたのと何ら

変わりがないので、贈与による財産の取得と

みなして贈与税を課税することにしています。

しかし、支払者が借主の扶養義務者であり、

かつ、借主が資力を喪失して債務を弁済する

ことが困難である場合には、その弁済するこ

とが困難である部分の金額については、贈与

とはみなされないこととなっています。

弁済することが困難である部分の金額とは、

債務超過部分の金額から、債務者の信用によ

る債務の借換え、労務の提供などの手段によ

り近い将来においてその債務の弁済に充てる

ことができる金額を控除した金額をいうもの

とされていますが、特に支障がないと認めら

れるときは、債務超過部分の金額を、弁済す

ることが困難である部分の金額として取り扱

ってもよいことになっています。
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